
 

 

 

２０１９年度前期分授業料免除及び徴収猶予の申請書類を下記により配付します。 
 免除等を希望する者は、下記により申請手続きを行ってください。 
 

記 
 
1．対象者 
 ① 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者 
 ② 申請前 6 ヶ月以内において、本人の学資を主として負担している者が死亡し、又は本人もしくは 

学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる者 
 ③ 標準修業年限内に在籍する者 

（ただし、⾧期履修生及び標準修業年限を超えていることについて特別な事由があると認められる
者については、対象者とします。） 

 
  ※標準修業年限を超えて在籍する者（標準修業年限超過者）については、特別な事由の有無

を判断するため、所定の書類を提出してください。書類は学生生活課の窓口でお渡しします。 
  ※研究生や聴講生、科目等履修生は申請できません。 
 
2．申請要項等の配付方法及び配付期間 
  配付方法:大学の HP に申請書類を掲載していますので、そこから各自で印刷してください。 
          ただし、選考結果返信用封筒については、下記の配付期間中に学生生活課の窓口で 

配付（午前 9 時から午後 5 時の間）しますので取りに来てください。 
  掲載場所:トップページ → 学生生活 →奨学援助▶入学料免除・授業料免除 
  配付期間:平成 3１年 2 月 1 日（金）～4 月 10 日（水）（土日祝は除く） 
 
  ※申請に必要な書類を市町村役所等から取り寄せるのに時間がかかる場合もありますので、 
   申請に間に合うように十分に余裕を持って準備してください。 
 
3．申請受付期間及び受付場所 
  受付期間:平成 3１年 4 月 5 日（金）～4 月 10 日（水）（土日は除く） 
  受付時間:午前 9 時から午後 1 時、午後 2 時から午後 5 時まで 
  受付場所:大学会館 3 階 小集会室 
 
  ※受付期間後の申請は、いかなる理由があっても一切受付できません。受付期間中のいずれの受 

付日にも提出が不可能な場合は、必ず事前に、学生生活課学生支援係へ相談してください。 
 
4．その他 
  授業料免除及び徴収猶予は、前期分と後期分それぞれ申請する必要があります。 
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